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                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市立学校設置条例の一部を改正する条例 

町田市立学校設置条例（昭和４７年３月町田市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１中「別表第１」を「別表第１（第２条関係）」に改め、同表同南第一小学

校の項中「鶴間１８７番地」を「南町田一丁目１０番１号」に改め、同表同鶴間小学

校の項中「鶴間１，０８３番地」を「鶴間四丁目１７番１号」に改める。 

別表第２中「別表第２」を「別表第２（第２条関係）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年７月１８日から施行する。 



 


